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重 要 事 項 説 明 書 

（指定通所介護サービス） 

 

  指定通所介護サービスの提供開始にあたり，厚生労働省令第３７号第１０５条に基づい

て，当 

 事業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．指定通所介護サービスを提供する事業者 

事業者名（法人名） 社会福祉法人 三原市社会福祉協議会 

代 表 者 氏 名  会 長  馬 越 豊 文 

所 在 地 
 広島県三原市城町 1 丁目 2 番 1 号 

 三原市総合保健福祉センター（サン・シープラザ）内 

電 話 番 号   ０８４８－６３－０５７０ 

法人設立年月日   平成１７年 ４月 １日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の所在地等 

事 業 所 の 名 称   三原市社会福祉協議会デイサービスセンター梅林 

介 護 保 険 指 定  

事 業 所 番 号 

広島県指定事業所番号 

 ３４７０９００４０２ 

指定を受けている事業の種類   平成１７年４月１日指定   通所介護事業 

事業所の所在地   広島県三原市西野三丁目 7 番 1 号 

連 絡 先  ０８４８－６１－０８１７ 

管 理 者 氏 名  門 田 逸 美  

開 設 年 月 日  平成１７年４月１日 

通常の事業の実施地域  三原市（鷺浦町，久井町，大和町を除く） 

利 用 定 員   ２０人 

 

（２）事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 
 居宅において要介護状態にある高齢者に対し，適切な通所介護

を提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

・事業所の通所介護従事者は，要介護者等の心身の特性を踏まえ 

て，その有する能力に応じ，自立した日常生活を営むことができ 

るよう，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ 

り，利用者の社会的孤独感の解消及び心身の機能の維持並びにそ 

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 
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・事業の実施にあたっては，関係市町村・地域の保健・医療・福 

祉サービスとの綿密な連携を図り，総合的なサービスの提供に努 

めるものとする。 

 （３）営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日～金曜日（祝日も含む） 

（但し，８月１４日～１５日，１２月２９日～１月３日を除く） 

営業時間  午前８時３０分～午後 5 時１５分 

サービス提供時間  午前９時５０分～午後４時 

サービス単位等  ６時間～７時間の単独型 

 （４）事業所の職員体制 

   当事業所では，ご契約者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防通所サービ 

スを提供する職員として，以下の職種の職員を配置しています。 

 ＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については，指定基準を遵守しています。 

                      （職員体制：令和６年４月 1 日現在） 

職 職 務 内 容 人員数 

管 理 者 

１ 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整，業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

います。 

２ 従業者に，法令等の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行います。 

常勤 1 名 

介護事業課長 

主 任 

１ 利用者の心身の状況，希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した通所介護計画を作成するとともに利用

者等への説明を行い，同意を得ます。 

２ 利用者へ通所介護計画を交付します。 

３ 指定通所介護の実施状況の把握及び通所介護

計画の変更を行います。 

常勤 1 名 

生活相談員・介護職員兼務 

生活相談員 

１ 利用者がその有する能力に応じた自立した日

常生活を営むことができるよう，生活指導及び入

浴，排泄，食事等の介護に関する相談及び援助な

どを行います。 

２ それぞれの利用者について，通所介護計画に従

ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の

記録を行います。 

常勤 2 名 

内 1 名主任・介護職員兼務 

内 1 名看護職員・機能訓練指導

員・介護職員兼務 
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看 護 職 員  

１ サービス提供の前後及び提供中の利用者の心

身の状況等の把握を行います。 

２ 利用者の静養のための必要な措置を行います。 

３ 利用者の病状が急変した場合等に，利用者の主

治医等の指示を受けて，必要な看護を行います。 

常勤 1 名  

生活相談員・機能訓練指導員・介護職

員兼務 

非常勤２名  

機能訓練指導員・介護職員兼務 

機能訓練指導員  

１ 通所介護計画に基づき，その利用者が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう，機能訓練

を行います。 

常勤 1 名  

生活相談員・看護職員・介護職員兼務 

非常勤２名  

看護職員・介護職員兼務 

介 護 職 員  

１ 通所介護計画に基づき，必要な日常生活上の世

話及び介護を行います。 

常勤 2 名  

内 1 名主任・生活相談員兼務 

内 1 名生活相談員・看護職員・機

能訓練指導員兼務 

非常勤６名  

内 2 名看護職員・機能訓練指導員  

管理栄養士 １ 栄養改善サービスを行います。 非常勤１名 

調 理 員 １ 調理業務に当たります。 非常勤４名  

 

３．提供するサービスの内容及び利用料金 

 （１）提供するサービスの内容 

サービス区分と種類 サービスの内容 

通所介護計画の作成 

１ 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービ

ス計画（ケアプラン）に基づき，利用者の意向や心身の状況

等のアセスメントを行い，援助の目標に応じて具体的なサ

ービス内容を定めた通所介護計画を作成します。 

２ 通所介護計画の作成にあたっては，その内容について利

用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得ます。 

３ 通所介護計画の内容について，利用者の同意を得たとき

は，通所介護計画を利用者に交付します。 

４ それぞれの利用者について，通所介護計画に従ったサー

ビスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。 

利用者居宅への送迎 

事業者が保有する自動車により，利用者の居宅と事業所ま

での間の送迎を行います。ただし，通常の事業実施地域外か

ら送迎は，追加料金をいただきます。 

 また，自動車による送迎が困難な場合は，車椅子又は歩行

介助により送迎を行うことがあります。 

日常生活上

のお世話 

食事の提供

及び介助 

・食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。 

・食事の提供及び介助が必要なご利用者に対して，介助を行
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（ 食 事 時

間） 

12 時～13

時 

います。また，嚥下困難者のためのきざみ食，流動食等の

提供を行います。 

・ご利用者の自立支援の為，離床して食堂にて食事を取って

いただくことを原則としています。 

入浴の提供

及び介助 

入浴の提供及び介助が必要なご利用者に対して，入浴（全

身浴・部分浴・機械浴槽を使用しての入浴）の介助や清拭（身

体を拭く），洗髪などを行います。 

排せつ介助 
介助が必要なご利用者に対して，排泄の介助，おむつ交換

を行います。 

更衣介助 
介助が必要なご利用者に対して，上着，下着の更衣の介助

を行います。 

移動・移乗

介助 

介助が必要なご利用者に対して，室内の移動，車椅子への

移乗の介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要なご利用者に対して，配剤された薬の確認，服

薬のお手伝い，服薬の確認をお行います。 

機能訓練 

日常生活動

作を通じた

訓練 

ご利用者の能力に応じて，食事，入浴，排せつ，更衣など

の日常生活動作を通じた訓練を行います。 

レクリェー

ションを通

じた訓練 

ご利用者の能力に応じて，集団的に行うレクリェーション

や歌唱，体操などを通じた訓練を行います。 

器具等を利

用した訓練 

ご利用者の能力に応じて，機能訓練指導員が専門的知識に

基づき，機械，器具等を使用した訓練を行います。 

その他 
創作活動 

など 

ご利用者の選択に基づき，趣味・趣向に応じた創作活動等

の場を提供します。 

（２）送迎にあたっての留意事項 

  ① 原則として，玄関の中までのお迎え・玄関の中までのお送りをします。できるだけ 

   家の中でお待ちください。 

    身体的・環境的等の諸事情がある場合は，ご本人・ご家族と協議の上，当事業所で 

   提供できる範囲内の送迎サービスを提供します。 

  ② お迎えの時間については，書面又は電話にて連絡します。 

    交通事情等で１５分以上到着時間が遅れる場合は，事業所より電話連絡します。 

１５分以内の遅れはご容赦ください。 

  ③ 乗車中は，全座席シートベルトを必ず装着していただきます。 

  ④ 送迎職員到着時，体調不良等を除き準備が出来ていない場合は他の利用者のお迎え 

も有り，長時間待つことができません。スムーズで安全な送迎を行うためにも，ご理 

解・ご協力をお願いします。尚，送迎職員の指示・依頼に反して行った行為にもっぱ 

ら起因して損害が発生した場合は，損害賠償責任を負いません。 
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（３）通所介護従業者の禁止行為 

    通所介護従業者はサービスの提供に当たって，次の行為は行いません。 

   ① 医療行為（ただし，看護職員，機能訓練指導員が行う診療の補助行為は除く。） 

   ② 利用者又は家族の金銭，預貯金通帳，証書，書類などの預かり 

   ③ 利用者又は家族からの金銭，物品，飲食の授受 

   ④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体 

を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

   ⑤ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動，政治活動，営利活動，その他迷 

惑行為 

 （４）提供するサービスの利用料，利用者負担額（1 回あたり） 

   下記の料金表によって，ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険 

給付費額を除いた金額（自己負担額：介護負担割合証の利用負担の割合に応じて）をお 

支払いください。（上記サービスの利用料金は，ご契約者の要介護度に応じて異なりま 

す。） 

 要介護

１ 
要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用料金（1 回） 
5,840

円 

6,890 

円 

7,960 

円 

9,010 

円 

10,080

円 

入浴介護加算（1 回） 
400

円 

400 

円 

400 

円 

400 

円 

400 

円 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

（日） 

560

円 

560 

円 

560 

円 

560 

円 

560 

円 

サービス利用料合計 
6,800

円 

7,850 

円 

8,920 

円 

9,970 

円 

11,040

円 

サービス利用

にかかる自己

負担額 

1 割負担 
680 

円 

 785 

円 

892 

円 

 997 

円 

1,104 

円 

2 割負担 
1,360

円 

1,570 

円 

1,784 

円 

1,994 

円 

2,208 

円 

3 割負担 
2,040

円 

2,355 

円 

2,676 

円 

2,991 

円 

3,312 

円 

   上記の自己負担額に加えて，次の料金が自己負担額に加算されます。 

  ・介護職員処遇改善加算Ⅴ-１３（介護報酬の４．４％加算） 

   （通所介護費＋入浴介助加算＋サービス提供体制強化加算）×4.4％（1 円未満切り 

捨て） 

 介護職員の賃金改善などの処遇改善を図る。 

  ・利用者のご都合で送迎を行わなかった場合，片道４７円を減額致します。 

  ☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には，サービス利用料金の全額を一 

旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後，自己負担額を除く金 

額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また，居宅サービス計画が作成され 



6 

 

ていない場合も償還払いとなります。 

    償還払いとなる場合，ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記 

載した「サービス提供証明書」を交付します。 

  ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合，変更された額に合わせて，ご契約者の 

負担額を変更します。 

 （５）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは，利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

  〈サービスの概要と利用料金〉 

   ① 食事の提供にかかる費用 

      ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

        料金：１食あたり７００円 

   ② 通常の事業実施地域以外への送迎 

       通常の実施地域以外の地域にお住まいの方で，当事業所のサービスを利用され

る場合は，お住まいと事業所との間の送迎費用として，実施地域を越えた地点か

ら路程１km あたり４０円をいただきます。 

   ③ レクリェーション，クラブ活動 

       ご契約者の希望により，レクリェーションやクラブ活動に参加していただくこ

とができます。 

利用料金：材料代費等の実費をいただく場合があります。 

   ④ 複写物の交付 

       ご契約者は，サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが，複写物

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

       １枚につき １０円 

   ⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

       日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で，ご契約者に負担

いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

       おむつ代：LL １３０円  L １３０円  パッド ５０円 

   ⑥ 利用時間延長料金 

       当センターのサービス提供時間終了時刻（午後４時）以降ご利用を希望される

場合は，１時間につき１，０００円負担していただきます。ただし，最大延長は，

営業終了時刻（午後５時１５分）までとさせていただきます。 

    ※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合，相当な額に変更す

ることがあります。その場合，事前に変更の内容と変更する事由について，変更

を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 （６）利用料金のお支払い方法 

前記(3)，(4)の料金・費用は，原則 1 ヶ月ごとに計算しご請求しますので，以下の 

いずれかの方法でお支払いください。 

 ア．センター窓口での直接お支払い。   

 イ．金融機関口座からの引き落とし（翌月２５日） 
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   ご利用できる金融機関：ゆうちょ銀行各郵便局 

    ※ 利用料及びその他の費用のお支払いについて，正当な理由がないにもかかわら

ず，支払期日から 2 ヶ月以上遅延し，さらに支払いの督促から 1 ケ月以内に支払

いがない場合には，サービス提供の契約を解除した上で，未払い分をお支払いい

ただくことがあります。 

 （７）利用の中止，変更，追加 

   ① 利用予定日の前に，ご契約者の都合により通所介護サービスの利用を中止又は変

更，もしくは新たなサービス利用を追加することができます。この場合には，サー

ビスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

   ② 利用予定日の前日までに申し出がなく，当日になって利用の中止の申し出をされた

場合，取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし，ご契

約者の体調不良等正当な事由がある場合には，この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の食費  ７００円 

   ③ サービス利用の変更・追加の申し出に対して，事業所の稼働状況によりご契約者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合，他の利用可能日をご契約者に提

示して協議します。   

 

４．サービスの提供にあたって 

 （１）サービスの提供に先立って，介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格 

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者

の住所などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 

 （２）利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」

に基づき，利用者及び家族の意向を踏まえて，「通所介護計画」を作成します。なお，

作成した「通所介護計画」は，利用者又は家族にその内容を説明いたしますのでご確

認いただきますよう 

お願いします。 

 （３）サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行います。なお，「通所介護計画」は

利用者等の心身の状況や意向などの変化により，必要に応じて変更することができま

す。 

（４）サービスの提供にあたっては，居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議 

等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況の把握に努めます。 

 （５）サービスの提供にあたり，居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サ

ービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 （６）サービス提供の開始に際し，この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」

の写しを，利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に送付します。 

 （７）サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は，その
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内容を記した書面またはその写しを居宅介護支援事業者に送付します。 

 （８）指定通所介護の実施ごとに，サービス提供の記録を行うこととし，その記録はサー

ビスを完結した日から 5 年間保存します。また，利用者は，事業者に対し保存される

サービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 

 

５．サービスの提供にあたっての留意事項 

（１）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用されるため，周りの方のご迷惑にな

らないようお願いします。 

 （２）サービスの利用中に気分が悪くなったときは，すぐに職員にお申し出ください。 

 （３）病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

   当日の健康チェックの結果，体調が悪い場合，サービス内容の変更またはサービス

を中止することがあります。 

 （４）サービスご利用中に体調が悪くなった場合，サービスを中止することがあります

その場合，ご家族に連絡の上適切に対応します。また，必要に応じて速やかに主治

医に連絡をとる等必要な措置を講じます。 

 （５）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは，できる限り

早めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 （６）サービス利用に関係のない物の持ち込みはご遠慮ください。（特に金品類） 

   紛失された場合，当事業所では責任を負いかねますのでご了承ください。 

 （７）事業所内での食品をはじめとした様々な品物のやり取りはなさらないようお願いし

ます。 （特別な事情がある場合には，事前にスタッフにご相談ださい。） 

 （８）下記の行為は，ハラスメントに該当する可能性があり，サービスを中止せていただ

くことがありますので，ご理解・ご了承ださい。 

   ① 暴力又は乱暴な言動，無理な要求 

     ・物を投げつける 

     ・刃物を向ける，服を引きちぎる，手を払いのける 

     ・怒鳴る，奇声，大声を発する 

     ・対象範囲外のサービスの強要 

   ② セクシュアルハラスメント 

     ・介護従事者の体を触る，手を握る 

     ・腕を引っ張り抱きしめる 

     ・性的な話，卑猥な言動をする など 

   ③ その他 

     ・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

     ・ストーカー行為 など 

 

６．虐待の防止について 

   事業者は，利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために，次に

掲げる  とおり必要な措置を講じます。 
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 （１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し，その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

 （３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

 （４）従業者に対して，虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 （５）サービス提供中に，当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかに，これ

を市町村に通報します。 

 

７．身体拘束の禁止について 

   事業者は，原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし，自傷他害等の

恐れがある場合など，利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考

えられるときは，利用者に対して説明し同意を得た上で，次に掲げることに留意して，

必要最小限の範囲内で行うことがあります。また，事業者として，身体拘束を無くして

いくための取り組みを積極的に行います。 

 （１）緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ，利用者本人または他人の生命・身体

に危険が及ぶことが考えられる場合に限られます。 

 （２）非代替性・・身体拘束以外に，利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

 （３）一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが無くな

った場合は，直ちに身体拘束を解きます。 

 （４）利用者等の身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げるとおり必要な措置を講じま

す。 

   ・身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

   ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し，その結果

について従業者に周知徹底を図ります。 

   ・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

   ・従業者に対して，身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施しています。 

 

８．ハラスメントの防止対策 

   事業者は，事業所で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける

よう，ハラスメントを防止する為，必要な措置を講じます 

 （１）事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や，業務上必要かつ相当

な範囲を超える下記の行為は許容しません。 

ア 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

イ 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為 

ウ 意に沿わない性的言動，好意的態度の要求等，性的な嫌がらせ行為 

上記は，当該職員，取引先事業者の方，ご利用者及びその家族等が対象となります。 

 （２）ハラスメント事案が発生した場合，マニュアルなどを基に即座に対応し，同時案が
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発生しない為の再発防止策を検討します。 

   ア 職員に対し，ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。 

   イ 相談窓口を設け，事業所内や介護予防支援の提供現場におけるハラスメント発生 

状況の把握に努めます。 

   ウ ハラスメントと判断された場合には，行為者に対し，関係機関への連絡，相談， 

環境改善に対する必要な措置，利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

９．業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継 

 続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務 

継続計画）を策定し，当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１０．秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその

家族に関する秘密

の保持について 

① 事業者は，利用者又はその家族の個人情報について「個人情報 

 の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関 

 係事業者における個人情報の適切な取り扱いためのガイドライ 

ン」を遵守し，適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び従業者は，サービス提供する上で知り得た利用者又 

 はその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

   また，この秘密を保持する義務は，サービス提供契約が終了し 

 た後においても継続します。 

③ 事業者は，従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため，従業者である期間及び従業者でなくなった後

においても，その秘密を保持するべき旨を，従業者との雇用契約

の内容とします。 

② 個人情報の保護

について 

① 事業者は，利用者から予め文書で同意を得ない限り，サービス 

 担当者会議等において，利用者の個人情報を用いません。また， 

 利用者の家族の個人情報についても，予め文書で同意を得ない限 

 り，サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ 

 ん。 

② 事業者は，利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記 

 録物（紙によるものの他，電磁的記録を含む。）については，管理 

 者の注意をもって管理し，また処分の際にも第三者への漏洩を防 

 止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については，利用者の求めに応じてその 
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 内容を開示することとし，開示の結果，情報の訂正，追加または 

 削除を求められた場合は，遅滞なく調査を行い，利用目的の達成 

 に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複 

写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

  

１１．緊急時・事故発生時の対応 

 （１）サービス提供中に，利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やか 

に主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに，利用者が予め指定する連

絡先にも連絡します。 

 （２）利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は，市町村・利用者

の家族，利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講

じます。 

    また，利用者に対する指定通所介護の提供又は送迎により賠償すべき事故が発生し 

た場合は，損害賠償を速やかに行います。但し，事業者の故意又は過失によらないと

きは，この限りではありません。 

 

１２．非常災害対策 

 （１）非常災害に関する具合的計画を立て，非常災害時の関係機関への通報及び連携体制 

を整備し，従業者に周知します。 

 （２）年 2 回利用者及び従業者等による避難，救出その他必要な訓練を行います。 

 

１３．衛生管理等 

 （１）指定通所介護の用に供する施設，食器その他の設備又は飲用に供する水について，

衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じます。 

 （２）必要に応じて保健所の助言，指導を求めるとともに，常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じ 

ます。 

    ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 

2 回以上開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底します。 

   ② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ③ 従業者に対し，感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実 

施します。 

１４．苦情の受付について 

  提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるた 

めの窓口を設置します。 

 （１）当事業所における苦情の受付 

    当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

    苦情受付窓口  電 話  ０８４８－６１－０８１７ 

           場 所  三原市西野三丁目 7 番 1 号 
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           担当者  管 理 者  門田 逸美 

                生活相談員  河内 秀雄 

           受付時間 毎週月曜日～金曜日  

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分  

                 （土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

 （２）行政機関その他苦情受付期間 

三原市役所保健福祉部

高齢者福祉課 

面接場所 三原市港町三丁目 5 番 1 号 

     三原市保健福祉部高齢者福祉課  

担当 介護保険係 

電話番号 ０８４８－６７－６２４０（直通） 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

社会福祉法人 

三原市社会福祉協議会 

面接場所 三原市城町一丁目 2 番 1 号 

     苦情解決責任者 事務局長 

電話番号 ０８４８－６３－０５７０ 

受付時間 午前 8 時３０分～午後５時１５分 

     （土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

広島県国民健康保険団

体連合会        

介護保険課・苦情相談 

所 在 地 広島市中区東白島１９番４９号 国保会館 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

受付時間 午前８時３０分～午後 5 時１５分 

     （土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

（３）第三者委員会 

    本事業所では，地域にお住いの以下の方を第三者委員に選任し，地域住民の立場か

ら本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は，本事業所

への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

   ［第三者委員］ 

氏  名 連  絡  先 

垣井 龍顕 三原市本町三丁目１１－１   ℡ ０８４８－６２－４７１９ 

木曽 綾夫 三原市須波ハイツ２－４－３  ℡ ０８４８－６９－０２４０ 

堀内  至 三原市本郷南六丁目２１－３  ℡ ０８４８－８６－２０２８ 

大田 良晴 三原市久井町吉田９３３    ℡ ０８４７－３２－６６０３ 

正田 和子 三原市大和町大草６２５２   ℡ ０８４７－３１－１７６７ 

   【苦情処理の手順】 

    ① 苦情申出者からの連絡 

      苦情申出には次の１～３の方法があります。 
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１．職員への申出 

２．第三者委員への申出 

３．国民健康保険団体連合会・三原市高齢者福祉課・三原市社会福祉協議会へ

の申出 

       

    ② 苦情受付担当者による苦情申出者の申出内容の確認 

        

    ③ 苦情報告書作成 

      

    ④ 苦情処理担当者による苦情処理内容の検討 

     

    ⑤ 苦情処理担当者から苦情申出者への苦情処理内容の報告 

      

    ⑥ 苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る 

      

    ⑦ 苦情報告書への処理内容の記録 

      

    ⑧ 苦情解決 

 

１５．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者による評価 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 
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令和  年  月  日 

 

   指定通所介護サービスの提供の開始に際し，本書面に基づき重要事項の説明を行いま 

した。 

 

     事業所住所  三原市西野三丁目 7 番 1 号 

 

     事業者名   三原市社会福祉協議会 デイサービスセンター梅林 

 

     説明者職名           氏名                   

 

 

 

 

 私は，本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

住 所  広島県三原市                       

 

氏 名                          印 

 

 

    上記署名を代行しました。 

 

代 筆 者 住 所                       

 

氏 名                         印 

 

（本人との関係              ） 

 

 

 

 

※ この重要事項説明書は，厚生省令第３７号（平成１１年 3 月３１日）第８条の規定に 

基づき，利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成した物です。 

 


